
   筑西地域職業訓練センター管理規則 

昭和 56 年 11 月１日 

規則第 14 号 

改正 平成２年３月20日規則第４号 平成11年３月24日規則第９号 

平成19年３月29日規則第５号 平成24年３月29日規則第５号 

 平成24年11月16日規則第７号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、筑西地域職業訓練センターの設置及び管理に関する条例（昭和 56 年組合条例第

５号。以下「条例」という。）第 12 条の規定に基づき、筑西地域職業訓練センター（以下「センタ

ー」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請） 

第２条 条例第６条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の３日前ま

でに利用許可申請書（様式第１号）を指定管理者に提出しなければならない。 

（利用の許可） 

第３条 指定管理者は、前条の申請を受けたあと、速やかにその適否を決定し、利用の許可を決定し

たときは、申請者に利用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（利用料金の免除） 

第４条 条例第９条の規定による利用料金の全部又は一部の免除については、別表のとおりとする。 

２ 利用料金の免除を受けようとする者は、利用料金免除申請書（様式第３号）を指定管理者に提出

しなければならない。 

（利用料金の返還） 

第５条 条例第 10 条ただし書の規定により返還することができる額は、次のとおりとする。 

(１) 条例第 10 条第１号に該当するときは、当該利用料金の全額 

(２) 条例第 10 条第２号に該当するときは、当該利用料金の 10 分の８の額 

（簿冊の備え付け及び報告） 

第６条 センターには、施設の管理及び運営に必要な次の簿冊を備えおくほか、指定管理者は、必要

に応じセンターの利用状況を管理者に報告しなければならない。 

(１) 備品台帳 

(２) 利用予定表及び処理簿 

(３) 業務日誌 

（雑則） 

第 7 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２年３月 20 日規則第４号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 11 年３月 24 日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 19 年３月 29 日規則第５号） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 29 日規則第５号） 

この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 



附 則（平成 24 年 11 月 16 日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、改正前の筑西地域職業訓練センター管理規則の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

 

 

別表 (第４条関係） 

免 除 事 由 免除額 

筑西広域市町村圏事務組合が主催する事業のために利用するとき 全 額 

筑西広域市町村圏事務組合規約（昭和 51 年４月 22 日県地指令第 665 号）第２

条に定める関係市が主催する事業のために利用するとき 
半 額 

筑西地域職業訓練センター管理規則第４条の規定により申請し、指定管理者の

許可を受けたとき 
半 額 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に定める身体障害者手帳又は療育

手帳を有する者が利用するとき 
全 額 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

筑西地域職業訓練センター利用許可申請書 

年   月   日 

 筑西地域職業訓練センター 

 指定管理者   様  

  

 住  所 

申請者 団 体 名  

 氏  名 ○印  

 電話番号 

次のとおり利用したいので申請します。 

利 用 場 所 

 

 会議室（      ）        教 室（      ） 

 和 室（      ）        視聴覚教室（      ） 

 実習室（      ）        パソコン室（      ） 

 

利 用 目 的 

 

 

 

利 用 日 時 

 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時から 
後 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時まで 
後 

 

利 用 人 員 人 

 

 

内 

 

 

訳 

 

ア雇用保険の被保険者 

１ 勤 労 者       人 う ち             

人 

               イ雇用保険非加入者 

                          

人 

２一 般      人 

 

利 用 料 金 

基本利用料金 加算利用料金 減 免 額 計 

円 円 円 円 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

筑西地域職業訓練センター利用許可書 

 

年   月   日 

 

               様 

  

 

 

筑西地域職業訓練センター 

指定管理者 ○印  

   

次のとおり利用を許可いたします。 

利 用 場 所 

 

 会議室（      ）        教 室（      ） 

 和 室（      ）        視聴覚教室（      ） 

 実習室（      ）        パソコン室（      ） 

 

利 用 目 的 

 

 

 

利 用 日 時 

 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時から 
後 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時まで 
後 

 

利 用 人 員  人 

 

 

内 

 

 

訳 

 

ア雇用保険の被保険者 

１勤労者      人うち             人 

               イ雇用保険非加入者 

                          人 

２一 般      人 

 

利 用 料 金  

基本利用料金 加算利用料金 減 免 額 計 

円 円 円 円 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

筑西地域職業訓練センター利用料金免除申請書 

 

年   月   日 

 筑西地域職業訓練センター 

 指定管理者    様 

  

 住  所 

申請者 

 

団 体 名 

氏  名 ○印  

 電話番号 

次の事由により利用料金を免除願いたいので申請します。 

利 用 場 所  

 

 会議室（      ）        教 室（      ） 

 和 室（      ）        視聴覚教室（      ） 

 実習室（      ）        パソコン室（      ） 

 

利 用 目 的  

 

 

 

利 用 日 時  

 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時から 
後 

年   月   日（  曜日） 午 
前 

時まで 
後 

 

免 除 申 請 

の 事 由 
 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 


